
１　主な取組の内容等  ※感染症対策は令和４年３月に追加した項目のため、R４年実績から記載

14　感染症対策

取組の内容 実　　　　績 課　　　　題 今後の方向性

③感染症病床の確保
感染の拡大により、入院を要する患者が増大
し、入院医療の提供に支障をきたす状況と
なった場合には、感染症指定医療機関に限ら
ず、一般の医療機関においても、一般病床等
を含め、一定の感染予防対策を講じた上で、
必要な病床確保に努めます。

【道】
・郡部医師会をはじめ医療機関と連携し、三次医療圏で新
型コロナウイルス感染症病床の確保に努めました。

北網圏域：
　北見赤十字病院、道立北見病院、置戸赤十字病院、美幌
国民保険病院、北見北斗病院、網走厚生病院、小清水赤十
字病院

・感染症の拡大により、入院を要する患者が増大し、入院医療の提供
に支障をきたすと判断される場合には、一般病床等も含め、一定の感
染予防策が講じられた病床を確保することが必要である。

・感染拡大時に、医療提供体制が維持できるよう、感染症指定医療機関
や一般医療機関と連携し、病床の確保に努める。

①　健康危機管理体制の強化
「感染症予防計画」等に基づき、市町、関係
機関・団体と連携を図りながら、新型インフ
ルエンザや新型コロナウイルス感染症などの
感染症に対し、発生時の迅速な迅速な対応を
図るための実地訓練や研修会等を実施し、発
生時に備えた準備を進めます。
なお、新型コロナウイルス感染症を含む新
興・再興感染症の対策にあたっては、新たな
知見や道の対応方針に基づき、取組を進めて
いきます。

道および市町村新型インフルエンザ等行動計画に基づく取
組
【道】
・新型コロナウイルス感染症に係る意見交換会　1回
　（病床確保医療機関、医師会、厚生労働省ＤＭＡＴ、道
庁コロナ指揮室、網走・北見・紋別保健所）
・新型コロナウイルス感染症対策に関する連絡調整会議　1
回
　（オホーツク圏域医療機関、医師会、厚生労働省ＤＭＡ
Ｔ、道庁コロナ対策指揮室、網走・北見・紋別保健所）
・新型コロナウイルス感染症対策講演会　1回
　（北見赤十字COVID-JMAT、オホーツク総合振興局主催）
・オホーツク圏域保健所新型コロナウイルス感染症に係る
情報共有　　計11回（厚生労働省DMAT、本庁コロナ指揮
室、保健所（北見、紋別、網走））

・網走保健所管内福祉施設向け感染症研修会　1回

・鳥インフルエンザ発生における防疫作業の支援 2回5日間

・治療方法が確立されていない感染症や人へのまん延が懸念されてい
る新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などの新興・再興
感染症等に対応した健康危機管理体制の強化が必要である。

・感染症予防計画等に基づき、市町、関係団体との連携のもと、体制整
備や研修等の実施により、迅速に、発生時の対応がとれるよう備える。

②感染症に関する情報収集と還元
道の感染症の発生動向調査や地域における発
生状況などを分析し、流行予測や対策に活用
するとともに、必要な情報を関係機関・団体
と共有します。また、地域住民に対しては予
防方法などの正しい知識の普及啓発に努めま
す。

【道】
・感染症の発生状況を把握し、必要時、関係機関と連携し
感染拡大予防に努めた。
・感染症の発生動向調査による感染症情報を、ホームペー
ジなどを通して情報提供、予防について普及啓発をした。

【関係機関】
・感染対策向上加算合同カンファレンス
　北見赤十字病院主催（構成機関8医療機関、北見医師会、
北見保健所）　4回
・網走厚生病院主催感染症対策向上加算合同カンファレン
ス　4回（構成機関：医師会、3医療機関、網走保健所）

・感染症の発生予防に備えた事前対応型行政の充実が求められてお
り、感染症の発生動向をより、一層正確に把握・分析することや的確
に情報提供することが必要である。

・感染症発生動向調査や地域における発生状況を分析し、地域関係者と
の共有等対策の推進に活用する。地域住民への正しい知識の普及啓発を
推進する。

北網圏域

病床数 医療機関数

フェイズ１ 55 8

フェイズ２ 82 9

フェイズ３ 139 9
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